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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気吸込口及び空気吹出口と、
　前記空気吸込口から室内空気を吸い込み、空気調和された調和空気を前記空気吹出口か
ら吹き出す送風ファンと、
　調和空気を上下方向に偏向する上下風向手段と、
　調和空気を左右方向に偏向する左右風向手段と、
　人の位置を検知する人検知手段と、
　冷房運転時に前記上下風向手段が最大限可動する範囲よりも狭い範囲で前記上下風向手
段をスイングさせ、前記上下風向手段により人が位置しない方向に調和空気を向ける第１
状態と、前記上下風向手段により前記人検知手段で検知した人の位置を含む方向に調和空
気を向ける第２状態とを繰り返し、室温が人が設定した設定温度よりも高い温度となるよ
うに室内空気を空気調和するスイング運転とを備え、
　室内の床、壁、又は、天井からの放射温度が高いほど、冷房運転の前記スイング運転時
における室温と前記設定温度との差を小さくする空気調和機。
【請求項２】
　空気吸込口及び空気吹出口と、
　前記空気吸込口から室内空気を吸い込み、空気調和された調和空気を前記空気吹出口か
ら吹き出す送風ファンと、
　調和空気を上下方向に偏向する上下風向手段と、



(2) JP 5856473 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

　調和空気を左右方向に偏向する左右風向手段と、
　人の位置を検知する人検知手段と、
　冷房運転時に前記上下風向手段が最大限可動する範囲よりも狭い範囲で前記上下風向手
段をスイングさせ、前記上下風向手段により人が位置しない方向に調和空気を向ける第１
状態と、前記上下風向手段により前記人検知手段で検知した人の位置を含む方向に調和空
気を向ける第２状態とを繰り返し、室温が人が設定した設定温度よりも高い温度となるよ
うに室内空気を空気調和するスイング運転とを備え、
　前記送風ファンの回転数が大きいほど、冷房運転の前記スイング運転時における室温と
前記設定温度との差を大きくする空気調和機。
【請求項３】
　空気吸込口及び空気吹出口と、
　前記空気吸込口から室内空気を吸い込み、空気調和された調和空気を前記空気吹出口か
ら吹き出す送風ファンと、
　調和空気を上下方向に偏向する上下風向手段と、
　調和空気を左右方向に偏向する左右風向手段と、
　人の位置を検知する人検知手段と、
　冷房運転時に前記上下風向手段が最大限可動する範囲よりも狭い範囲で前記上下風向手
段をスイングさせ、前記上下風向手段により人が位置しない方向に調和空気を向ける第１
状態と、前記上下風向手段により前記人検知手段で検知した人の位置を含む方向に調和空
気を向ける第２状態とを繰り返し、室温が人が設定した設定温度よりも高い温度となるよ
うに室内空気を空気調和するスイング運転とを備え、
　室外の温度が高いほど、冷房運転の前記スイング運転時における室温と前記設定温度と
の差を小さくする空気調和機。
【請求項４】
　空気吸込口及び空気吹出口と、
　前記空気吸込口から室内空気を吸い込み、空気調和された調和空気を前記空気吹出口か
ら吹き出す送風ファンと、
　調和空気を上下方向に偏向する上下風向手段と、
　調和空気を左右方向に偏向する左右風向手段と、
　人の位置を検知する人検知手段と、
　冷房運転時に前記上下風向手段が最大限可動する範囲よりも狭い範囲で前記上下風向手
段をスイングさせ、前記上下風向手段により人が位置しない方向に調和空気を向ける第１
状態と、前記上下風向手段により前記人検知手段で検知した人の位置を含む方向に調和空
気を向ける第２状態とを繰り返し、室温が人が設定した設定温度よりも高い温度となるよ
うに室内空気を空気調和するスイング運転とを備え、
　前記設定温度が高いほど、冷房運転の前記スイング運転時における室温と前記設定温度
との差を小さくする空気調和機。
【請求項５】
　空気吸込口及び空気吹出口と、
　前記空気吸込口から室内空気を吸い込み、空気調和された調和空気を前記空気吹出口か
ら吹き出す送風ファンと、
　調和空気を上下方向に偏向する上下風向手段と、
　調和空気を左右方向に偏向する左右風向手段と、
　人の位置を検知する人検知手段と、
　冷房運転時に前記上下風向手段が最大限可動する範囲よりも狭い範囲で前記上下風向手
段をスイングさせ、前記上下風向手段により人が位置しない方向に調和空気を向ける第１
状態と、前記上下風向手段により前記人検知手段で検知した人の位置を含む方向に調和空
気を向ける第２状態とを繰り返し、室温が人が設定した設定温度よりも高い温度となるよ
うに室内空気を空気調和するスイング運転とを備え、
　冷房運転の前記スイング運転時における室温が高いほど、冷房運転の前記スイング運転
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時における室温と前記設定温度との差を小さくする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　上下方向に風向を制御する下風向板を備える空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　壁掛型の空気調和機は、天井付近に設置され、空調空気の上下方向の吹出方向を調整す
る風向調整板（上下風向板）を備える。上下風向板を連続的にスイングさせて空調空気の
吹出方向を上下方向に連続的に変更したり、上下風向板を略水平方向に向けて室内空間の
温度分布を均一にしたりするなど、上下風向板により室内の気流分布を調整する。
【０００３】
　冷房運転時に上下風向板が略水平方向に固定されると、天井付近から水平に吹き出され
た空調空気は、部屋の空間の下側略半分の生活空間（天井高さ２.７ｍ、身長１.７ｍの場
合床から約６３％の高さまでの空間）には直接的には届かず、壁などにぶつかる。その後
、壁などにぶつかった空調空気は、風速が落ち、密度の高さにより下方向へ移動して、生
活空間に届く。ユーザは、空調空気の温度により涼しさを感じることができるが、風速の
落ちた空調空気からは気流による涼しさを得られない。これは、以下の式で説明すること
ができる。
　　　Ｑ＝α（ＴＳ－ＴＡ）　　　　　　　　　　　　　　　…（式１）
　　　　　Ｑ＝放熱量［Ｗ／ｍ2］
　　　　　α＝対流熱伝達率［Ｗ／ｍ2℃］
　　　　ＴＳ＝皮膚温［℃］
　　　　ＴＡ＝空気温度［℃］
【０００４】
　ただし、人体からの放熱の経路は対流、放射、蒸発、伝導の４種類あり、（式１）はこ
の４種類の中の対流のみについての放熱量を示している。本来は、
　　Ｑ総合＝Ｑ対流＋Ｑ放射＋Ｑ蒸発＋Ｑ伝導　　　　　　　…（式２）
であり、Ｑ総合が大きいほど涼しさを感じられる。ここでは簡単のため特別に記載しない
限り対流による放熱量であるＱ対流をＱと記載する。
【０００５】
　放熱量Ｑが大きいほどより大きな涼しさを感じられる。（式１）における空調空気によ
る涼しさは、空気温度ＴＡが小さくなることにより、（ＴＳ－ＴＡ）が大きくなり、放熱
量Ｑが大きくなることによる。（式１）における気流による涼しさは、対流熱伝達率αに
より表される。気流速度が大きいほど対流熱伝達率αは大きくなる。その結果放熱量Ｑも
大きくなり、より涼しさを感じることができる。
【０００６】
　しかしながら、従来の空気調和機では、気流速度が大きくなり、その結果、放熱量Ｑが
大きくなり過ぎることによる寒さからの不快感を避けるため、冷房時には空調空気を水平
方向に吹き出すように制御する。しかしながら、気流速度が小さいことによる放熱量の少
なさにより、在室者が暑く不快に感じる場合がある。一方、従来の空気調和機では、上下
風向板を上下方向にスイングさせて連続的に気流速度の大きな空調空気を生活空間に送風
することで、気流による涼しさを提供する。しかしながら、連続的に放熱量が多いため、
在室者が寒く不快に感じる場合がある。
【０００７】
　これに対して、特許文献１は、室内の空気に対して空気調和処理を行う空気調和機構と
、空気調和された空気の吹出方向を調整する風向調整板と、空気調和機構の処理能力を一
時的に上昇させるパワフル運転を行うことが可能である制御部と、人が居る方向に空気が
吹き出すように決定されている風向調整板の向きの設定値を記憶する記憶部と、を備え、
制御部は、パワフル運転の指示入力がなされると、設定値に従って風向調整板の向きを制
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御する第１制御に切り換える空気調和機を開示する。室内のユーザに向けて空調空気を吹
き出すことにより、放熱量を増大させ涼しさを感じられる空調状態とする。
【０００８】
　特許文献２は、室内の空気に対して空気調和処理を行う空気調和機構と、空気調和され
た空気の吹出方向を調整する風向調整板と、空気調和機構の処理能力を一時的に上昇させ
るパワフル運転を行うことが可能である制御部と、人感知センサとを備え、制御部は、冷
房運転時において、通常運転時には風向調整板を略水平方向付近でスイングさせ、パワフ
ル運転の指示入力がなされると、人感知センサからの情報に基づいて人が居る方向を含む
ように風向調整板のスイング範囲を変更する空気調和機を開示する。ユーザに向けて空調
空気を吹き出すことにより、放熱量を増大させ涼しさを感じられる空調状態とする。
【０００９】
　特許文献３は、少なくとも室内温度と設定温度との比較結果に応じて圧縮機を制御し、
かつ室内へ吹き出す風の向きを風向板によって制御するとともに、風向板の角度を自動的
に可変可能とする空気調和機であって、風向板の向きに応じて圧縮機の運転周波数（圧縮
機の回転数）の上限値を可変とすることを開示する。
【００１０】
　しかしながら、スイング運転であっても、それが連続することで、連続的に放熱量Ｑが
増大する。放熱量Ｑの連続的な増大は、寒さによる不快感となる。特許文献１，２では、
空調空気の吹出方向にユーザを含むようにスイングの方向を調整するが、ユーザは連続し
て空調空気に曝されるため、Ｑの増大により寒さによる不快を感じる可能性がある。
【００１１】
　さらに、特許文献１および特許文献２では、室内ファンの回転数や圧縮機回転数が通常
運転時より高いパワフル運転時でのスイング方向の制御であり、消費電力量は通常運転時
より高くなる。また、特許文献３では、風向により圧縮機回転数を可変とするため、風向
が通常位置の場合には消費電力量は通常運転と変わらない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特許第３８１５４７０号公報
【特許文献２】特許第４２１５０３５号公報
【特許文献３】特許第２７５７７３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、無気流及び連続的な気流による不快感を抑制し、快適性に優れた生活空間と
することができるとともに、快適性を損なうことなく消費電力量を低減することが可能な
空気調和機を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の空気調和機は、空気吸込口及び空気吹出口と、空気吸込口から室内空気を吸い
込み、空気調和された調和空気を空気吹出口から吹き出す送風ファンと、調和空気を上下
方向に偏向する上下風向手段と、調和空気を左右方向に偏向する左右風向手段と、人の位
置を検知する人検知手段と、冷房運転時に上下風向手段が最大限可動する範囲よりも狭い
範囲で上下風向手段をスイングさせ、上下風向手段により人が位置しない方向に調和空気
を向ける第１状態と、上下風向手段により人検知手段で検知した人の位置を含む方向に調
和空気を向ける第２状態とを繰り返し、室温が人が設定した設定温度よりも高い温度とな
るように室内空気を空気調和するスイング運転とを備え、室内の床、壁、又は、天井から
の放射温度が高いほど、冷房運転の前記スイング運転時における室温と前記設定温度との
差を小さくする。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明によれば、本発明は、無気流及び連続的な気流による不快感を抑制し、快適性に
優れた生活空間とすることができるとともに、快適性を損なうことなく消費電力量を低減
することが可能な空気調和機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】空気調和機の外観構成図。
【図２】室内機の側断面図。
【図３】定位置吹き出しの場合の上下風向板。
【図４】スイング吹き出しの場合の上下風向板。
【図５】スイングが１回の場合の断続スイングの運転概要。
【図６】スイングが複数回の場合の断続スイングの運転概要。
【図７】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図８】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図９】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図１０】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図１１】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図１２】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図１３】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図１４】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図１５】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図１６】スイング吹き出しと定位置吹き出しとの関係を示す図。
【図１７】１度ピッチの制御の例。
【図１８】２次関数的な制御の例。
【図１９】ランプ変化の例。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を用い説明する。まず、空気調和機
の全体構成について図１を用いて説明する。図１は気調和機の外観構成図である。
【００１８】
　室内を空気調和する空気調和機は、室内に設置される室内機と、室外に設置される室外
機と、空気調和機の運転様態を設定する空調設定装置（リモコン）と、室内機と室外機と
を繋ぐ接続配管とを備える。
【００１９】
　室外機は、圧縮機、室外送風機、室外熱交換器等を備える。室外機の圧縮機と室外熱交
換器は、接続配管の２本の冷媒配管により、後述する室内機の熱交換器（図２参照）と接
続され、冷媒を循環させることにより冷凍サイクルを構成する。
【００２０】
　次に、空気調和機を構成する室内機について図２を用いて説明する。図２は室内機の側
断面図である。室内機は、筐体ベースの中央部に室内熱交換器と、室内熱交換器の下流側
に室内熱交換器の幅と略等しい長さの横流ファン方式の送風ファンと、室内熱交換器で結
露した凝縮水を受ける露受皿とを備える。
【００２１】
　また、室内機の筐体ベースには、フィルタ、上下風向板、左右風向板等の基本的な内部
構造体が取り付けられる。これらを化粧枠で覆い、化粧枠の前面に前面パネルを取り付け
ることにより、筐体ベース、化粧枠、前面パネルからなる筐体に内包され室内機を構成す
る。
【００２２】
　空気吸込口は、室内機の上部に設けられた上側空気吸込部と、室内機の前面に設けられ
た前側空気吸込部とで構成される。ここで、前面パネルは、下端部に設けた回動軸を支点
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として駆動モータにより回動され、空気調和機の運転時に前側空気吸込部を開くように構
成される。これにより、室内空気は、空気調和機の運転時に前側空気吸込部からも室内機
内に吸引される。なお、空気調和機の運転停止時には、前面パネルを回動し、前側空気吸
込部を閉じるように制御される。化粧枠の下面に形成される空気吹出口は、前面パネルと
化粧枠との分割部に隣接して配置され、室内機の内部の吹出風路に連通する。
【００２３】
　フィルタは室内熱交換器の吸込側を覆うように配置される。フィルタにより、空気吸込
口（上側空気吸込部、前側空気吸込部）から吸い込まれた室内空気中に含まれる塵埃が取
り除かれる。また、露受皿は室内熱交換器の前後両側の下端部下方に配置され、冷房運転
時や除湿運転時に室内熱交換器に発生する凝縮水を受ける。露受皿にて集められた凝縮水
は、接続配管の内部に設けられたドレン配管を通して室外に排出される。
【００２４】
　送風ファンが回転すると、室内空気が空気吸込口から室内熱交換器へ流れる。そして、
室内熱交換器にて温度調整、湿度調整された空調空気は、送風ファンを通って送風ファン
の長さに略等しい幅の吹出風路に流れる。その後、空調空気は、吹出風路に位置する左右
風向板で左右方向を偏向されるとともに、空気吹出口に位置する上下風向板で上下方向を
偏向されて、室内に吹き出す。
【００２５】
　２枚の上下風向板は、両端部に設けた回動軸を支点にして、リモコンの指示等に応じて
、駆動モータにより空気調和機の運転時に所要の角度まで回動されて空気吹出口を開き、
その状態に保持される。空気調和機の運転停止時には、上下風向板を回動し、空気吹出口
を閉じるように制御される。上下風向板は、閉鎖状態で、吹出風路をほぼ隠蔽して室内機
の底面に連続するように構成されている。
【００２６】
　左右風向板は、下端部に設けた回動軸を支点にして、リモコンからの指示等に応じて、
駆動モータにより所要の角度まで回動され、その状態に保持される。
【００２７】
　このように、空気調和機の室内機は、リモコンからの指示に応じて、上下風向板、左右
風向板を所要の角度まで回動して、空調空気を空気吹出口から上下左右に偏向し所望の方
向に吹き出す。
【００２８】
　なお、リモコンからの指示等により、空気調和機の運転中に上下風向板、左右風向板を
周期的に揺動させ、室内の広範囲に周期的に空調空気を吹き出すこともできる。
【００２９】
　室内機は、前側空気吸込部の近くに、室内機へ吸い込まれる室内空気の温度（以下「吸
込み空気温度」という。）を検出する室内機サーミスタを備える。また、室内機は、室内
機へ吸い込まれる室内空気の湿度を検出する室内湿度センサを備える。
【００３０】
　ここで、室内機送受光部の構成について説明する。室内機の化粧枠の下部には、室内機
とリモコンとの間で赤外線信号を送受信するための室内機送受光部と、空気調和機の運転
状況を表示する表示装置とが配置される。室内機送受光部は、リモコンからの赤外線信号
を受信するＩＲレシーバと、室内機が設置された室内の中央に向けて赤外線信号を送信す
る中央送信素子と、室内機が設置された室内の左側に向けて赤外線信号を送信する左送信
素子と、室内機が設置された室内の右側に向けて赤外線信号を送信する右送信素子とを備
える。
【００３１】
　また、室内機は、内部の電装品ボックスに制御基板を備え、この制御基板にマイコンと
記憶装置が設けられる。マイコンは、室内機サーミスタ、室内湿度センサ等の各種のセン
サからの信号を受け取ると共に、室内機送受光部（ＩＲレシーバ）を介してリモコンから
の赤外線信号を受け取る。マイコンは、これらの信号に基づいて、送風ファンの駆動モー
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タ、前面パネルの駆動モータ、上下風向板の駆動モータ、左右風向板の駆動モータ等を制
御すると共に、接続配管の電線を介して室外機（圧縮機、室外送風機等）との通信を司り
、室内機および室外機を統括して制御する。また、マイコンは、室内機送受光部（中央送
信素子、左送信素子、右送信素子）を介して、リモコンに赤外線信号を送信することがで
きる。
【００３２】
　次に、本実施例の上下風向板の運転制御について図３から図６を用いて説明する。本実
施例の空気調和機は、空気吸込口及び空気吹出口と、空気吸込口から室内空気を吸い込み
、空気調和された室内空気を空気吹出口から吹き出す送風ファンと、空気調和された調和
空気を上下方向に偏向する上下風向板と、上下風向板の上下方向位置を制御する制御装置
と、を備え、上下風向板により在室者が位置しない方向に調和空気を向ける第１状態と、
第１状態から上下風向板をスイングさせて在室者を含む方向に一時的に調和空気を向ける
第２状態と、を繰り返すように、上下風向板を制御する。尚、図３に示すような上下風向
板により在室者が位置しない方向に調和空気を向ける第１状態と、図４に示すような第１
状態から上下風向板をスイングさせて在室者を含む方向に一時的に調和空気を向ける第２
状態とを繰り返すことを、以下「断続スイング運転」という。尚、本実施例では、特に、
冷房運転時の第１状態においては上下風向板を略水平方向の定位置に固定し、暖房運転時
の第１状態においては上下風向板を在室者が存在する位置よりも手前下方の定位置に固定
する。両状態を合わせて以下「定位置吹き出し」という。
【００３３】
　断続スイング制御の指示入力を受けた場合、定位置吹き出し（図３）とスイング吹き出
し（図４）とを交互に行う（図５、図６）。定位置吹き出しの状態では、例えば冷房運転
では、略水平方向へ上下風向板を向け、空調空気を略水平方向に吹き出す。一方、暖房運
転では、在室者が存在する位置よりも手前下方に上下風向板を向け、空調空気を空気調和
機下方に吹き出す。
【００３４】
　ここで、例えば冷房運転時に、断続スイング制御の指示入力を受けると、上下風向板を
所定の回数スイングさせるスイング吹き出しと、上下風向板を略水平方向に位置させ所定
時間吹き出す定位置吹き出しを繰り返す。具体的には、例えば、断続スイング制御の指示
入力を受けると、上下風向板を１回スイングさせ、その５分間は水平方向へ上下風向板を
向けて固定し定位置吹き出しを行う。さらに定位置吹き出しを５分間行った後には再び上
下風向板を１回スイングさせる。
【００３５】
　これにより、連続して上下風向板をスイングさせる場合に生じる寒さによる不快感を防
ぐことができるとともに、上下風向板を略水平方向に向け続けた場合に生じる気流の無い
暑さによる不快感も防ぐことができる。従って、気流による涼しさを感じつつ寒さによる
不快感を抑制した快適な温熱環境を提供することができる。
【００３６】
　上下風向板のスイング回数を１回としたのは、複数回スイングすることにより、気流に
よる放熱の増大で寒さを感じる危険性を考慮したからであり、室温が高い場合など放熱量
を増大させたい場合には、複数回スイングすることにより、放熱量を増大させより涼しさ
を感じさせることができる。
【００３７】
　ここで本実施例においては、断続スイング運転時には、ユーザが設定した設定温度（設
定室温ＴＳＳ）に対して温度補正値（補正値ΔＴ）だけシフトさせた補正設定温度（補正
後の設定室温ＴＨＳ）を新たな設定温度とし、この室温がこの新たな設定温度となるよう
に室内空気を空気調和する。つまり、設定室温ＴＳＳと補正値ΔＴと補正後の設定室温Ｔ
ＨＳとが、「ＴＳＳ＋ΔＴ＝ＴＨＳ」となるように制御する（図７参照。図７ではΔＴ＝
３℃）。
【００３８】
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　具体的には、冷房運転時における断続スイング運転時には、室温が設定温度（ＴＳＳ）
よりも冷房温度補正値（ΔＴ）だけ高くした補正設定温度（ＴＨＳ）となるように空気調
和機を制御する（図８参照）。また、暖房運転時における断続スイング運転時には、室温
（ＴＳＳ）が設定温度よりも暖房温度補正値（ΔＴ）だけ低くした補正設定温度（ＴＨＳ
）となるように制御する。
【００３９】
　冷房運転中に断続スイング運転を行うと、上下風向板をスイングさせて在室者を含む方
向に一時的に調和空気を向けるスイング運転により冷風が直接在室者に向けられるため、
設定温度を高くするようにシフトさせても、在室者に対する快適性を維持することができ
る。一方、冷房運転時に設定温度を高くすることにより、消費電力を低減することができ
る。従って、冷房運転時における断続スイング運転時には、設定温度よりも冷房温度補正
値だけ高くした補正設定温度を新たな設定温度とすることにより、無気流及び連続的な気
流に不快感を抑制し、快適性に優れた生活空間とすることができるとともに、快適性を損
なうことなく消費電力量を低減することができる。
【００４０】
　同様に、暖房運転中に断続スイング運転を行うと、上下風向板をスイングさせて在室者
を含む方向に一時的に調和空気を向けるスイング運転により温風が直接在室者に向けられ
るため、設定温度を低くするようにシフトさせても、在室者に対する快適性を維持するこ
とができる。一方、暖房運転時に設定温度を低くすることにより、消費電力を低減するこ
とができる。従って、暖房運転時における断続スイング運転時には、設定温度よりも暖房
温度補正値だけ低くした補正設定温度を新たな設定温度とすることにより、無気流及び連
続的な気流に不快感を抑制し、快適性に優れた生活空間とすることができるとともに、快
適性を損なうことなく消費電力量を低減することができる。
【００４１】
　尚、シフト値（補正値ΔＴ）は、ＳＥＴ＊やＰＭＶ等の温熱環境評価指標を基にしても
良いし、放熱量の合計値を基に決めても良い。
【００４２】
　本実施例においては、上下風向板により在室者が位置しない方向に調和空気を向ける第
１状態（例えば、冷房時では略水平方向）と、第１状態から上下風向板をスイングさせて
在室者を含む方向に一時的に調和空気を向ける第２状態と、を繰り返すように上下風向板
を制御する。従来の空気調和機でも、上下風向板を一定位置で固定して吹き出す制御も、
上下風向板をスイングさせる制御も行われていた。しかし、上下風向板を定位置で固定し
て吹き出す制御の場合には、上下風向板が略水平方向に向けられているため、生活空間に
は気流速度の低下した空調空気が生活空間の上部から沈んでくるのみで、速度の低下した
空調空気から気流による体からの放熱量を増大させることはできず、気流による涼しさを
感じることはできなかった。また上下風向板をスイングさせる制御の場合には、室内機か
ら吹き出された気流速度の高い空調空気は数秒に一回生活空間に供給されるため、数秒に
一回皮膚からの放熱量が増大することによる寒さを感じる危険性があった。そこで、本発
明の空気調和機では、上下風向板により在室者が位置しない方向に調和空気を向ける第１
状態（例えば、冷房時では略水平方向）と、第１状態から上下風向板をスイングさせて在
室者を含む方向に一時的に調和空気を向ける第２状態と、を繰り返すように上下風向板を
制御することで、気流による涼しさを感じつつ寒さによる不快感の無い快適な温熱環境を
提供することを可能とした。
【００４３】
　以上説明したように、本発明の空気調和機は、空気吸込口及び空気吹出口と、空気吸込
口から室内空気を吸い込み空気調和された室内空気を空気吹出口から吹き出す送風ファン
と、空気調和された調和空気を上下方向に偏向する上下風向板と、上下風向板の上下方向
位置を制御する制御装置とを備え、室温が設定温度となるように室内空気を空気調和する
空気調和機であって、上下風向板により在室者が位置しない方向に調和空気を向ける第１
状態と、第１状態から上下風向板をスイングさせて在室者を含む方向に一時的に調和空気
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を向ける第２状態と、を繰り返すように断続スイング運転するとともに、冷房運転時にお
ける断続スイング運転時には設定温度よりも冷房温度補正値だけ高くした補正設定温度を
新たな設定温度とする（暖房運転時における断続スイング運転時には、設定温度よりも暖
房温度補正値だけ低くした補正設定温度を新たな設定温度とする）ので、無気流又は連続
的な気流による不快感を抑制し快適性に優れた生活空間としつつ、このような快適性を損
なうことなく消費電力量を低減することができる。
【００４４】
　尚、本実施例及び以下の実施例においては、主に冷房運転時を例にして説明するが、本
発明は、暖房運転時にも適用することができる。
【００４５】
　また、本実施例では、冷房運転時又は暖房運転時に係らず、断続スイング制御を行うよ
うに指示入力された場合には、上下風向板をスイングさせるスイング吹き出しと、上下風
向板を固定して吹き出す定位置吹き出しとを交互に行う例を説明した。しかしながら、冷
房時に断続スイングの指示入力がある場合のみ、スイング吹き出しと定位置吹き出しとを
交互に行うよう上下風向板の向きを制御してもよい。これにより、冷房運転時の気流によ
る涼しさの向上と寒さによる不快感の回避とを実感させることができる。
【００４６】
　また、本実施例においては、在室者が位置しない方向に調和空気を向ける第１状態とし
て、具体的には、例えば冷房運転時では、上下風向板を略水平方向に固定させる状態とし
たが、例えば暖房運転時では、在室者が存在する位置よりも手前下方に上下風向板を向け
、空調空気を空気調和機下方に吹き出すようにする。これにより、在室者が位置しない方
向に調和空気を向ける第１状態において、冷風又は温風を確実に在室者に向けないように
制御することができる。
【００４７】
　また、本実施例においては、在室者が位置しない方向に調和空気を向ける第１状態とし
て、具体的には、例えば冷房運転時では上下風向板を略水平方向に固定させる状態とした
が、在室者が位置しない範囲で上下風向板をスイングさせるようにしてもよい。具体的に
は、冷房運転時であれば、水平方向周辺で上下風向板をスイングさせてもよいし、水平方
向よりも上方の範囲内での上下風向板をスイングさせてもよい。このような運転により、
在室者が位置しない方向に調和空気を向ける第１状態であっても、室内に気流の変化を生
じさせ、室内の温度をより早く均一化することができる。
【００４８】
　また、本実施例においては、上下風向板をスイングさせて在室者を含む方向に一時的に
調和空気を向けるようにしたが、この場合、人検知手段等により在室者の位置情報を入手
している場合は、この在室者の位置情報等を利用して、在室者を含む方向に一時的に調和
空気を向けることができる。一方、人検知手段等を備えずに在室者の位置情報を入手でき
ない場合であっても、上下風向板が最大限可働する範囲で上下風向板をスイングさせるこ
とにより、冷風又は温風を在室者に向けて確実に送風させることができる。
【００４９】
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。本実施例においては、室温と設定温度
との差が大きいほど、冷房温度補正値又は暖房温度補正値を小さくする（図１０）。これ
により、設定室温と室温との差が大きく、ユーザの求める快適性を得られていない場合、
温度シフト補正値（冷房温度補正値又は暖房温度補正値）の分だけ消費電力量を低減しつ
つ、この補正値を小さくすることでより早くユーザの求める温熱環境を提供することがで
きる。また、設定室温と室温との差が小さい場合には、補正値を大きくすることで、ユー
ザの求める温熱環境に近い温熱環境を提供しつつ消費電力量をより大きく低減することが
できる。
【００５０】
　本発明の第３の実施例について説明する。本実施例においては、運転開始からの経過時
間が短いほど、冷房温度補正値又は暖房温度補正値を小さくする（図１１）。例えば、運
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転開始からの時間が５分（例えば人が快適さに慣れるまでの時間の５分）以内の場合補正
値を小さくしてユーザの求める温熱環境を提供し、それ以降は補正値をより大きくするこ
とで、運転開始から５分までに十分大きな放熱量の増大により十分大きな快適感を得たあ
と、設定室温を大きく補正することで消費電力量をより大きく低減することが可能となる
。尚、本実施例における「運転開始からの経過時間」とは、空気調和機の運転開始からの
経過時間であっても、暖房、冷房、除湿などの各々の運転モードでの運転開始からの経過
時間であっても、断続スイング運転での運転開始からの経過時間であってもよい。
【００５１】
　本発明の第４の実施例について説明する。本実施例においては、室内の床、壁、又は、
天井からの放射温度が高いほど、冷房温度補正値を小さくし、暖房温度補正値を大きくす
る（図１２）。例えば、冷房運転時、壁や床や天井の温度が４０度で、壁や床や天井から
人体へ放射により熱が供給される場合（（式２）におけるＱ放射、皮膚の温度はおよそ３
２度）、補正値を小さくし（例えば１度）、壁や床や天井の温度が２７度で人体から壁や
床や天井へ熱が供給される場合、補正値を大きくする（例えば３度）。これにより、放射
温度が高い場合には室温を設定室温に近い状態とすることで放熱量の増大によりより大き
な快適感を得ることができ、放射温度が低い場合には補正値を大きくすることで寒さによ
る不快感の発生を防ぐことができるとともに、より大きく消費電力量を低減することが可
能となる。
【００５２】
　本発明の第５の実施例について説明する。本実施例においては、送風ファンの回転数が
大きいほど、冷房温度補正値又は暖房温度補正値を小さくする。例えば、冷房運転の場合
、気流速度が微風の設定の場合など室内ファンの回転数が少なく、気流による放熱量の少
ない場合には補正値を小さくし（例えば１度）、気流速度の設定が強風の場合など室内フ
ァンの回転数が多い場合には補正値を大きくする（例えば６度）ことで、設定風速の小さ
い場合には気流による放熱量の増大によりより大きな快適感を得ることができ、設定風速
が大きい場合には気流による放熱の増大に伴う寒さによる不快感の発生を防ぐことが可能
となり、消費電力量を低減することができる。
【００５３】
　本発明の第６の実施例について説明する。本実施例においては、送風ファンの回転数が
大きいほど、冷房温度補正値又は暖房温度補正値を大きくする。例えば、例母運転の場合
、室内ファンの回転数が多くユーザが気流による放熱をより多く求めている場合には補正
値を小さくし（例えば１度）、室内ファンの回転数が少なくユーザが気流による放熱の促
進を求めていない場合には補正値を大きくする（例えば６度）ことで、ユーザの要求をよ
り進めた温熱環境を提供しつつ、消費電力量を低減することができる。
【００５４】
　本発明の第７の実施例について説明する。本実施例においては、室外の温度が高いほど
、冷房温度補正値を小さくし、暖房温度補正値を大きくする（図１４）。例えば、冷房運
転の場合、外気温度が４０度の場合では補正値を小さくし（例えば２度）、外気温度が３
０度の場合では補正値を大きくする（例えば６度）する。これにより、高い外気温の熱が
壁や床や天井を貫通して放射や伝導による人体からの放熱が小さくなる（（式２）におけ
るＱ放射とＱ伝導が小さくなる）場合に気流により放熱量を増大させ（（式１）において
αを大きくすることによりＱを大きくさせる）、涼しさによる快適感を得ることが可能と
なる。また、外気温度が低い場合には、放射や伝導による放熱量が大きいため、対流によ
る放熱を低くすることで寒さによる不快を感じることを防ぐことができるとともに、消費
電力量を低減することができる。
【００５５】
　本発明の第８の実施例について説明する。本実施例においては、設定温度が高いほど、
冷房温度補正値を小さくし、暖房温度補正値を大きくする（図１５）。例えば、冷房運転
では、設定温度が２９度の場合では補正値を小さくし（例えば２度）、設定温度が２５度
の場合では補正値を大きくする（例えば６度）。これにより、設定室温が高く人体からの
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放熱が少ない場合には気流により人体からの放熱量を増やし涼しさによる快適を感じるこ
とができ、設定室温が低く人体からの放熱が多い場合には気流による放熱の増大を小さく
し寒さによる不快感を防ぐことができるとともに、設定室温を補正することで消費電力量
を低減することができる。
【００５６】
　一方、本実施例とは逆に、例えば、冷房運転時では、設定温度が２９度の場合では補正
値を大きく（例えば室温２９度における人の温度弁別閾値の４度、ウェーバー比：弁別閾
値／刺激＝一定…刺激が大きいほどその変化を認識するには大きな刺激の変化が必要）、
設定温度が２５度の場合では補正値を小さくする（例えば室温２５度における人の温度弁
別閾値の３度）することもできる。これにより、設定室温が高く温度変化を認識しにくい
場合に大きく消費電力量を低減することができ、設定室温が低く温度変化を認識しやすい
場合にも弁別閾値以下の温度変化とすることで、快適感を低下させることなく消費電力量
を低減することができる。
【００５７】
　本発明の第９の実施例について説明する。本実施例においては、室温が高いほど、冷房
温度補正値を小さくし、暖房温度補正値を大きくする（図１６）。例えば、冷房運転時で
は、室温が２９度の場合では補正値を小さくし（例えば２度）、室温が２５度の場合では
補正値を大きくする（例えば６度）する。これにより、室温が高く人体からの放熱が少な
い場合には気流により人体からの放熱量を増やし涼しさによる快適を感じることができ、
室温が低く人体からの放熱が多い場合には気流による放熱の増大を小さくし寒さによる不
快感を防ぐことができるとともに、設定室温を補正することで消費電力量を低減すること
ができる。
【００５８】
　一方、本実施例とは逆に、例えば、冷房運転時では、室温が２９度の場合では補正値を
大きく（例えば室温２９度における人の温度弁別閾値の４度、ウェーバー比：弁別閾値／
刺激＝一定…刺激が大きいほどその変化を認識するには大きな刺激の変化が必要）、室温
が２５度の場合では補正値を小さくする（例えば室温２５度における人の温度弁別閾値の
３度）。これにより、室温が高く温度変化を認識しにくい場合に大きく消費電力量を低減
することができ、室温が低く温度変化を認識しやすい場合にも弁別閾値以下の温度変化と
することで、快適感を低下させることなく消費電力量を低減することができる。
【００５９】
　上記各実施例においては、ユーザが補正値に関わらない場合について説明した。しかし
、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、初期の設定に加え、ユーザが補正値
をリモコンで設定するようにしてもよい。これにより、補正値の初期の設定（例えば室温
２０度における人の温度弁別閾値の２度）での運転時に、ユーザが放熱の増大を求めた場
合、補正値が小さくなるよう（例えば室温２０度における人の温度弁別閾値の半分の１度
）リモコンで設定することができ、ユーザの好みに合わせた温熱環境を提供することがで
きる。また、補正値の初期の設定（例えば室温２０度における人の温度弁別閾値の２度）
での運転時にユーザが放熱の増大による寒さを感じた場合、補正値を大きく（例えば例え
ば室温２０度における人の温度弁別閾値の２倍の４度）することで、ユーザにとってより
快適な温熱環境を提供することが可能となる。
【００６０】
　上記各実施例では、設定室温と室温との差、運転開始からの時間、床などの物体の表面
温度センサ、室内ファンの回転数、外気温度、設定温度、室温を２段階に分けて、補正値
が異なる例をあげて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。例えば
、設定室温と室温との差に応じて補正値を変化させる場合には、設定室温と室温との差を
１度ピッチでその差に比例して補正値を増減させてもよい（図１７）。
【００６１】
　また、例えば、設定室温と室温との差と指数関数や対数関数、ｎ次関数のような曲線の
関係で補正値を増減させてもよい（図１８）。
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　また、例えば、設定室温と室温との差に、ステップ変化で補正値を増減させてもよい（
図１７）。
【００６３】
　また、例えば、設定室温と室温との差にランプ変化で補正値を増減させてもよい（図１
８）。
【００６４】
　また、補正値は、上記実施形態で例として挙げた値に限定されるものではなく、ＳＥＴ
＊やＰＭＶといった温熱環境評価指標に基づく値や、実験に基づく値、ウェーバー比、独
自の基準で決めた値などであっても良い。さらに、補正値は、上記各実施例で挙げた値に
限定されるものではなく、経時的に増減させても良い。
【００６５】
　尚、空気調和機運転時の消費電力量を低減する方法として、本発明のように設定室温を
補正する方法と、圧縮機回転数を補正する方法とがある。本発明のように設定室温を補正
する場合、運転開始時のように圧縮機回転数が高い時間帯では、断続スイング制御での運
転時の圧縮機最高回転数は補正されず通常運転時の最高回転数と同じであるため、最高回
転数での運転時間は短くなるものの、圧縮機回転数の高さの分だけ消費電力量の低減分は
割り引かれる。圧縮機回転数を補正する場合、運転開始時のように圧縮機回転数が高い時
間帯だけでなく室温が運転開始時に比べ設定室温付近で安定している時間帯においても圧
縮機回転数を通常運転時より低くすることが可能であるため、圧縮機の運転時間は長くな
るものの、圧縮機回転数の低さの分だけ消費電力量を低減することが可能となる。一方、
放熱量の増大による快適性の向上については、本発明のように設定室温を補正する場合に
は圧縮機最高回転数は通常運転時から補正されないため、圧縮機回転数が高い状態での運
転時間は短いものの吹き出し空気温度の低さから高い快適性を得ることができる。圧縮機
回転数を補正する場合、圧縮機回転数が通常運転時より低くなるため、吹き出し空気温度
が高くなり、高い圧縮機回転数での運転時間は長いものの快適性の向上は吹き出し空気の
温度の高さの分だけ割り引かれる。
【符号の説明】
【００６６】
ＴＨＳ　補正後の設定室温
ＴＳ　室温
ΔＴＳ　設定室温と室温との差
ＴＳＦ　スイング吹き出しの時間
ＴＳＳ　補正前の設定室温
ＴＴＦ　定位置吹き出しの時間
ＴＵ　運転開始からの経過時間
１　室内機
２　室外機
５　室内熱交換器
７　送風ファン
１０　上下風向板
１１　左右風向板
１４　空気吸込み口
１５　吹出し風路
１６　上側空気吸込み部
１７　前側空気吸込み部
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